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１．組織の概要

【事業所名】 旭ブロック建設株式会社

【代表者氏名】 代表取締役　　寺尾　正生　　　旭ブロック建設株式会社

【所在地】 旭ブロック建設株式会社

本社： 〒781-8010　高知県高知市桟橋通4丁目15番23号

長浜事業所： 〒781-0270　高知県高知市長浜3103番地　長浜産業団地

南国工場： 〒783-0081　高知県南国市片山39-8

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者氏名 横田　和哉 所属： 旭ブロック建設株式会社

連絡先担当者 西本　麻恵 所属： 旭ブロック建設株式会社

連絡先

ＴＥＬ： 088-813-1235

ＦＡＸ： 088-813-4321

Ｅ－ｍａｉｌ： k_yokota@asahi-block.com

【事業活動の内容】

建設業

建設業許可/番号

許可年月日

事業活動

【事業規模】 　

旭ブロック建設㈱

設立年月日 昭和32年10月7日

資本金 20,000,000円

令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,700 2,500 2,082

従業員数　　　　　　（名） 49 49 47

事業所敷地面積　　　（ｍ2 ）

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ）

会計年度 4月～3月 従業員数は4月1日現在

高知県知事（特-4）第1935号

主に建築工事、土木工事

製品生産量・出荷額（売上高）（百万円）

6314.70

1802.31

旭ブロック建設㈱

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋
根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄
筋、ほ装、浚渫、板金、ガラス、塗装、防水、内
装仕上、熱絶縁、建具、水道施設、造園、解体

建設業の種類

製造業（コンクリート2次製品）・外構資材卸売業　

令和4年9月30日～令和9年9月29日迄　

-　1　-

mailto:h_takemura@asahi-block.com


２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

旭ブロック建設株式会社

本社： 高知県高知市桟橋通4丁目15番23号

長浜事業所： 高知県高知市長浜3103番地　長浜産業団地

南国工場： 高知県南国市片山39-8

活動

コンクリート製品製造業及び建設用資材・エクステリア関連資材の卸売販売、

本社

長浜事業所

南国事業所/南国工場　

【レポートの対象期間】

2024年4月1日～2025年3月31日

【環境経営レポートの発行日】

2025年6月1日

【作成責任者】

環境管理責任者　　横田　和哉

旭ブロック建設㈱

○

○

○

建設業（土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、
鉄筋、ほ装、浚渫、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、水道施設、造園、解
体）
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３.環境経営方針

高知県知事（般-30）第7992号

平成30年11月11日～平成35年11月10日迄　

２０１８年　４月　　1日～

２０１９年　３月　３1日

２０１９年　６月　１日

エコアクション２１運用チーム

平成30年度
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・環境経営システムの構築、実施、管理

環境管理責任者

ＥＡ２１運用チーム

環境管理責任者

・環境経営レポートの承認

・環境経営目標、環境経営計画、環境管理組織体制の確認

・環境経営システムの評価と見直し及び代表者への報告

・環境関連法規等とりまとめ表に基づく評価の実施

横田　和哉

長浜事業所南国工場

・環境経営レポートの確認

・各データ集計

・環境経営レポートの作成と公開

・外部コミュニケーション窓口

・環境関連法規等とりまとめ表作成

・経営における課題とチャンスの明確化

（南国市片山39-8）

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者等を準備

・環境経営方針の策定、見直し及び全社員への周知

・環境経営計画の実施及び実施状況の報告

代　　表　　者

旭ブロック建設㈱ 代表取締役 寺尾 正生

・環境経営目標、環境経営計画、環境管理組織体制の承認

・全体の評価と見直し

旭ブロック建設
西本　麻恵

環境管理システム　役割・責任・権限表

役割　・　責任　・　権限

（高知市桟橋通4-15-23）

４.環境管理組織体制

エコアクション２１取組体制図

旭ブロック建設（本社）

全従業員 ・環境経営方針の理解及び行動

ＥＡ２１運用チーム

・環境負荷の自己チェック

・環境経営目標、環境経営計画の策定及びとりまとめ

・チーム内での周知及び教育と環境経営システムの実施管理

・チーム内での問題点の発見、是正、予防処置の実施

・自部門における環境経営システムに基づく各種活動の実施
部門責任者

（南国工場、長浜事業所）

・環境管理責任者の選任

従業員 従業員

（高知市長浜3103）

製造部
工場長

専務取締役

建設部
部　　　長

代表者

・環境経営に関する統括責任
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５．環境経営目標

（１）単年度目標

基準値 R6年度

　　　　　　　項目 単位 R3～R5 目標

平均値を基準とする R06.4-R07.3

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 309,233 268,983

一般廃棄物排出量 （ｔ） 0.52 0.47

産業廃棄物排出量 （ｔ） 1,916 1,952

水使用量 （ｍ3 ） 242 192

グリーン購入量 （千円） 284 280

環境負荷の少ない工事 （件） 44 33

環境配慮型商品販売量 （千円） ― 新製品開発（完成）

リコージャパン㈱　 調整後排出係数0.462（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）

四国電力㈱ 調整後排出係数0.464（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）

＊２．環境負荷の少ない工事

　大和ハウス工業株式会社の新築工事を弊社の環境負荷の少ない工事として記録する。

【住宅現場における大和ハウス工業㈱のゼロエミッション活動】

大和ハウス工業の住宅新築現場では、新築工事における建設副産物のリサイクル維持を目的として、「工場デポ」という

システムを構築し、令和6年度も住宅新築現場および工場のゼロエミッションを維持・継続している。

＊３．環境配慮型商品販売

　昨年、環境配慮型商品販売元である旭環境スポーツ施設がエコアクション参加取りやめとなった。

このため、当社における環境配慮型商品の販売量を目標とするが、対象となる新製品を開発中であり、完成・販売後、数値目標を設定する。

＊５.化学物質については、使用の実態がないため、目標を設定していない。

（２）中長期目標

項目 単位 基準値 R06年度 R07年度 R08年度 R09年度

R3～5平均値 目標 目標 目標 目標

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 309,233 268,983 267,983 266,983 265,983

一般廃棄物排出量 （ｔ） 0.52 0.47 0.46 0.45 0.44

産業廃棄物排出量 （ｔ） 1,916 1,952 1,942 1,932 1,922

水使用量 （ｍ3 ） 242 192 182 172 162

グリーン購入量 （千円） 284 280 290 300 310

環境負荷の少ない工事 （件） 44 33 34 35 36

環境配慮型商品販売量 （千円） ― 新製品開発（完成） - - -

＊１．電力のＣＯ2排出量については令和5年1月24日公表の調整後排出係数を以下の通り使用した。

＊４．Ｒ2～4年度実績を踏まえ、3か年または2か年の平均値（ただし、環境負荷の少ない工事については、従来に比べて工事件数が相当減少
している状況を踏まえ、過去3年間の最も低い値）を基準値とし、単年度目標と中長期目標の見直しを図った。
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６．環境経営計画
期間：令和6年4月1日　～　令和7年3月31日

担当者

横田

西本

○焼却炉使用による産廃処理費用のコストダウン

※1　夏季６～９月　冬季１２月～３月
上記以外は通年とする。

※2大和ハウス工業の新築工事の住宅現場では、建設副産物のリサイクル維持を目的とした
「工場デポ」システムの構築により、現場および工場のゼロエミッションを維持継続している。

項　　目 活　動　内　容

　ＣＯ2 排出量

　　　削減

燃料使用量削減

○エコドライブ推進（急発進・急加速の禁止等）

○法定速度の遵守
営業

○車に余計な荷物を積まない

電力使用量削減

○不在部所の消灯

各部○ＮＯ残業ＤＡＹの実施（毎週木曜日）

○ＰＣのスリープ機能活用

○エアコンの温度設定管理（夏：28℃、冬：20℃）※1

○サーキュレーターの活用（長浜事業所）

産業廃棄物

（現場）

○産業廃棄物の適正な処分

営業

○工事の端材を少なくする

○資材の長期使用

○産業廃棄物はできるだけ再資源化業者に委託する

水使用量削減（排水量削減）
○定期的な蛇口パッキン等の老朽化チェック

西本
○水道水の適正使用と検針時の異常値モニタリング

　廃棄物削減

一般廃棄物

○オンデマンド印刷機能活用と電子化による印刷物削減

西本

○【紙類】新聞紙・ＯＡ用紙・段ボール・雑誌
　　　　　　　　・カタログ類のリサイクル推進

○【可燃ごみ】排出可燃ごみの削減と
　　分別の徹底。（可燃・プラスチック）

　グリーン購入

○Net RICHO を活用し、グリーン購入に努める

西本○オフコムを活用し、グリーン購入に努める

○トナーカートリッジのリサイクル

　環境負荷の少ない工事（現場） ○大和ハウス工業株式会社の住宅新築工事※2

営業
　環境配慮型商品販売 ○対象となる新製品の試作品の作成

　地域貢献活動
○ロードボランティア実施

　　従業員
○高知県建設業協会建築部会清掃ボランティア参加

　エコロジー教育

○毎月発行される社内報にて2カ月に1回、省エネ方法やエコ商品の
紹介記事を掲載する。
〇6月をエコ月間とし、朝礼一言コメントで個々の実践しているエコ
活動を発表をする。

横田
西本
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作成日：2025年6月2日

7.環境経営目標の実績
（１）本年度実績

H23年度 R05年度 R6年度 R6年度

（基準年） 実績 目標 実績

H23.4-H24.3 R05.4-R06.3 R06.4-R07.3 R06.4-R07.3

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 284,103 267,994 268,983 224,667 120% 〇

一般廃棄物排出量 （ｔ） 1.18 0.49 0.47 0.46 102% 〇

産業廃棄物排出量 （ｔ） 20,944 1,883 1,952 1,168 167% 〇

水使用量 （ｍ3 ） 406 231 192 159 121% 〇

グリーン購入量 （千円） 302 286 280 319 114% 〇

環境負荷の少ない工事 （件） ― 10 33 27 82% ×

環境配慮型商品販売量 （千円） 10,233
新製品開発

（試作品作成）
新製品開発
（完成）

- - -

リコージャパン㈱　 調整後排出係数0.462（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）

四国電力㈱ 調整後排出係数0.464（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）

＊２．環境負荷の少ない工事

　　○大和ハウス工業株式会社の新築工事を弊社の環境負荷の少ない工事として記録する。

　　　【住宅現場における大和ハウス工業㈱のゼロエミッション活動】

　　　大和ハウス工業の住宅新築現場では、新築工事における建設副産物のリサイクル維持を目的として、「工場デポ」というシステムを構築し

　令和6年度も住宅新築現場および工場のゼロエミッションを維持・継続している。

＊３．環境配慮型商品販売

　1昨年、環境配慮型商品販売元である旭環境スポーツ施設がエコアクション参加取りやめとなった。

このため、当社における環境配慮型商品の販売量を目標とするが、対象となる新製品を開発中であり、完成・販売後、数値目標を設定する。

＜環境目標未達成理由＞

未達項目

◆環境負荷の少ない工事　　

（2）過去5年間の売上高（百万円）、従業員数（人）当たりのCO2排出量推移
R02年度 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

365,767 375,000 294,405 267,994 224,667

2,356 3,138 2,700 2,500 2,082

60 61 49 49 47

155.25 119.50 109.04 107.20 107.91

6,096.12 6,147.54 6,008.27 5,469.27 4,780.15CO2排出量（kg-CO2）／従業員数（人）

＊４．Ｒ2～4年度実績を踏まえ、3か年または2か年の平均値（ただし、環境負荷の少ない工事については、従来に比べて工事件数が相
当減少している状況を踏まえ、過去3年間の最も低い値）を基準値とし、単年度目標と中長期目標の見直しを図った。

＊５.化学物質については、使用の実態がないため、目標を設定していない。

工事減少の為、目標未達となった。今後もゼロエミッションを維持・継続していく。

CO2排出量（kg-CO2）／売上高（百万円）

従業員数（人）

評価
目標値／実績

値
（％）

単位項目

＊１．電力のＣＯ2排出量については令和7年3月18日公表の調整後排出係数を以下の通り使用した。(R5年度実績)

＜コメント＞
売上高と従業員数の原単位の排出量の推移において、売上高当たりのCO2排出量が、前年比わずかに増加（107.2→
107.91）しているも、継続したエコアクション21の活動成果があったと判断したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理責任者　横田　和哉

CO2排出量（kg-CO2）

売上高（百万円）

155.25 

119.50 
109.04 107.20 107.91 

0

50

100

150

200

R02年度 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

CO2排出量（kg-CO2）／売上高（百万円）

6,096.12 6,147.54 6,008.27 
5,469.27 

4,780.15 

0

2,000

4,000

6,000
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８．環境経営計画の取組結果とその評価
期間：　　2024年4月　～　2025年3月 作成日：2025年6月1日

電力使用量削減

一般廃棄物

産業廃棄物

〇焼却炉使用による産廃処理費用のコストダウン

（現場）

現在、新製品を試作中である。
試作段階ではあるが、新製品完成に向けて取り組む
ことができた。

環境配慮型商品完成に向けて継続して取り組む。

旭フォーラムのエココーナーにて省エネ方法やエコ
商品の紹介をし環境意識を高めた。

次年度も継続し件数増加を目指す。

年２回のボランティア活動参加を行った。

　グリーン購入

○トナーカートリッジのリサイクル

○毎月発行される社内報にて2カ月に1回、省エネ方
法やエコ商品の紹介記事を掲載する。
〇6月をエコ月間とし、朝礼一言コメントで個々の
実践しているエコ活動を発表する。

○ロードボランティア実施

　地域貢献活動

　用水使用量削減

〇環境配慮型商品に向けての試作

○定期的な蛇口パッキン等の老朽化チェック

○オフコムを活用し、グリーン購入に努める

○大和ハウス工業株式会社の住宅新築工事

○高知県建設業協会建築部会清掃ボランティア参加

○Net RICHO を活用し、グリーン購入に努める

　環境配慮型商品販売

節水を啓発するシールを食堂に掲示した。

　エコロジー教育
次年度も引き続き旭フォーラムを活用し情報発信を
していく。

工事件数減少により未達成。ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝの維持継続
は図っていく。

建設副産物のリサイクル維持をしている。

エコに関する情報を多方面から収集し定期的に発信
することで、社員の意識高揚が図れている。

次年度も積極的なグリーン購入を継続する。

　環境負荷の少ない工事（現場）

○水道水の適正使用と検針時の異常値モニタリング

年11回延22名で実施した。

項目

優先的なグリーン購入が継続できている。

次年度もボランティア活動等に積極的に参加し、環
境に影響する事態を想定した訓練も定期的に実施す
る。

ロードボランティア活動は天候による延期はあった
が、ほぼ計画通りの活動ができた。

○車に余計な物を積まない

○サーキュレーターの活用（長浜事業所）

○【可燃ごみ】排出可燃ごみの削減と分別の
　　徹底。（可燃・プラスチック）

定期的な使用量モニタリング（長浜）を行ったが未
達成となった。節水に対する取組は共有し実行でき
ている。

取組結果活動内容

○産業廃棄物の適正な処分

廃棄物削減

各部所長が営業に徹底させた。

雑紙：㈲高知県古紙センター（1回／月）
段ﾎﾞｰﾙ：マルコ（田原工業）（4回／月）
によりリサイクルを徹底した。

PDF保管と会議時のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ使用を徹底した。

○ＰＣのスリープ機能活用

○産業廃棄物はできるだけ再資源化業者に委託する

○ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ印刷機能活用と電子化による印刷物削減

○工事の端材を少なくする

燃費の数値化までは至っていないが、部署長からの
声掛けだけでなく、朝礼や全体会等でも啓発を行
い、エコドライブの意識は継続できている。

○法定速度の遵守

○不在部所の消灯

○エコドライブ推進（急発進・急加速の禁止等）

計画通りの活動ができており、再資源化ゴミのリサ
イクルを徹底する意識が高まっている。
段ボール回収業者の回収ﾙｰﾄが非効率にならないよ
う桟橋と長浜で連携し、当日の回収ﾙｰﾄにうまく組
み込んでもらう等の工夫ができて、間接的に業者の
省エネにも貢献できた。

各部所長が営業に徹底させた。 適正に処分出来ている。

CO2排出量削減

燃料使用量削減 ＥＡ２１運用チームから全社員に徹底させた。

評価

安全協議会などでもエコドライブを呼びかけ、専属
職人にも燃料使用量削減の啓発を行う。
また社有車入れ替え時の車種検討時には燃費性能も
考慮して、より環境負荷の少ない車種選定をする。

見直し

取組みの徹底度は継続できているが、暖房の切り忘
れによる退社があり、最終退出者の声がけ、チェッ
クを全体会で周知した

不在部所の消灯徹底や、長時間離席時にはＰＣのモ
ニターをＯＦＦにするなどの節電に努めた。またNO
残業DAYには各部所長が声かけし残業抑制に努め
た。

前年度の取り組みを継続しながら、長浜事業所の電
力使用量の推移を今後も定期的にモニターし、早期
に効果的な電力使用抑制策を策定する。特に低圧電
力については、早急に料金見直しを検討する。

今後リサイクルに出す雑紙や段ボール等についても
排出重量の把握をするよう検討したい。

○エアコンの温度設定管理（夏：28℃、冬：20℃）

昨年に引続きNetRICHOとオフコムを活用し、グリー
ン購入に努め、詰替え商品にできるものは全て詰替
え商品を購入した。

○資材の長期使用

○【紙類】新聞紙・ＯＡ用紙・段ボール・雑誌
　　　　　・カタログ類のリサイクル推進

○ＮＯ残業ＤＡＹの実施（毎週木曜日）

次年度も引き続き適正な廃棄物処理を継続する。

屋外の使用（散水や敷地内清掃等）でも節水を呼び
掛ける。

定期的に実施した

排出ごみの重量計測と、毎計測時にごみ分別に誤り
がないかチェックを徹底し、誤投入時は翌日の朝礼
で報告し、分別の徹底を促した。
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具体的な取組状況

１．ＣＯ2 排出量削減

　　

　　

　　

　　

サーキュレーターを5台設置し、天井付近に溜まりがちな暖気を動かし、部屋の空気を効率よく循環させています。朝礼や掲示物等で事

務所内の節電について啓蒙し、社内電力使用量の削減に努めました。

（３）電力使用量削減（全社）

（２）南国事業所へ焼却炉の設置

（１）家庭でもできる省エネ活動の推進（全社）

社内報　“旭フォーラム”　でのエコ情報発信活動をし、会社や家庭でもできるエコ活動を紹介しました。

R2.12より南国事業所に焼却炉を設置し廃棄物処理コスト削減に取り組めています。今後も焼却炉を使用し、高騰しつつある産廃処理委

託料金を削減へ取り組みたいです。
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２．ごみの分別徹底と用紙使用量削減

　

３．グリーン購入

　

≪事務用品のエコマーク・グリーンマーク商品の優先購入≫

前年度から引き続き事務用品はエコマーク・グリーンマーク

ゴミは可燃物・不燃物・プラスチックの分別を徹底し排出時の重量測定を行ってゴミ抑制を呼びかけています。

また使用済の用紙は一般と機密に分類し、情報漏えいの防止を図りながら古紙回収を推進しています。

≪ごみの分別徹底と古紙回収推進≫

≪オンデマンド印刷機能で無駄な出力を抑制≫

（新型複合機：2025年4月　長浜事業所設置）

プリントは自動出力せず、画面操作で必要分のみ出力します。これにより、誤った出力指示による紙の無駄を防止

しています。（不必要なデータは画面上で削除）
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４．環境負荷の少ない企業活動

５．環境美化活動

　

6．環境に配慮した資材の使用

≪『ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ』に参加≫

地球温暖化対策の国民運動「COOL　CHOICE」に継続して取り組み、EA21運用チームから従業員への周知と、社内で

の一般廃棄物削減や節電節水の呼びかけなど、掲示板で定期的に発信し社員の省エネに対する意識高揚を図っていま

す。

桂浜はりまや線　桟橋四丁目～五丁目の区間で歩道および路側の清掃活動を行いました。

≪ロードボランティア活動≫（2024年4月～2025年2月で毎月1回　年11回実施）

間伐材政策工事看板の使用
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９．次年度の環境経営計画の取組内容
期間：　令和7年4月～令和8年3月

担当者

横田

横田

○産業廃棄物はできるだけ再資源化業者に委託する

上記以外は通年とする。

「工場デポ」システムの構築により、現場および工場のゼロエミッションを維持継続している。

項　　目 活　動　内　容

　ＣＯ2 排出量

　　　削減

燃料使用量削減

○エコドライブ推進（急発進・急加速の禁止等）

○法定速度の遵守
営業

○車に余計な荷物を積まない（現場）

電力使用量削減

○不在部所の消灯

各部○ＮＯ残業ＤＡＹの実施（毎週木曜日）

○ＰＣのスリープ機能活用

○サーキュレーターの活用（長浜事業所・旭環境スポーツ施設㈱）

○エアコンの温度設定管理（夏：28℃、冬：20℃）※1

産業廃棄物

（現場）

○産業廃棄物の適正な処分

営業

○工事の端材を少なくする

○資材の長期使用

○焼却炉を有効活用し、産廃費用を削減

　用水使用量削減（排水量削減）
○定期的な蛇口パッキン等の老朽化チェック

西本
○水道水の適正使用と検針時の異常値モニタリング

　廃棄物削減

一般廃棄物

○オンデマンド印刷機能活用と電子化による印刷物削減

西本

○【紙類】新聞紙・ＯＡ用紙・段ボール・雑誌
　　　　　　　　・カタログ類のリサイクル推進

○【可燃ごみ】排出可燃ごみの削減と
　　分別の徹底。（可燃・プラスチック）

　グリーン購入

○Net RICHO を活用し、グリーン購入に努める

西本○オフコムを活用し、グリーン購入に努める

○トナーカートリッジのリサイクル

　環境負荷の少ない工事（現場）

営業
　環境配慮型商品販売

○大和ハウス工業株式会社の住宅新築工事※2

○対象となる新製品の試作品の作成

　地域貢献活動
○ロードボランティア実施

従業員
○高知県建設業協会建築部会清掃ボランティア参加

※大和ハウス工業の新築工事の住宅現場では、建設副産物のリサイクル維持を目的とした

　エコロジー教育

○毎月発行される社内報にて省エネ方法やエコ商品の紹介記事を
掲載する。
〇6月をエコ月間とし、朝礼一言コメントで個々の実践している
エコ活動を発表をする。

横田
西本

※1　夏季６～９月　冬季１２月～３月
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１０．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

点検頻度

測定時期

第３条

第１２条

第１２条の三 都度 工事担当者 ○ 2025/6/1

年１回

6月末

期限切れ3カ月前

都度

規則第８条

第５条 必要時

第１４条 都度

〃

第５条 必要時

第１４条 都度

〃

第４条

第５条

第９条

第１０条

第１９条

第１８条の１７ 必要時

第１８条の１８ 都度

〃

第２８条の２

第６条

第１０条

第1石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ

第2石油類 灯油、軽油：1,000ℓ

第3石油類 重油：2,000ℓ

第4石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

第３１条

第５条 〇定期点検の実施

年３回

年１回

第１０条

第１１条

第３条

第６条

第５条

第５条

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2024年4月1日より2025年3月31日までの間、環境関連法規等の違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。

なお、関係当局より過去3年間、違反等の指摘はありません。

振動規制法

建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(建設リサイクル

法)

建築物省エネルギー法

省エネ性能適合義務

〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び建設資材

○解体等工事受注者は、石綿使用の有無について

〇３００ｍ２未満の所規模住宅・非住宅の建築士

特定住宅の性能向上(２０２０年度以降は一次エネルギー消費量の評価方法で１５％の削減+外皮基準

〇年間１５０戸以上の一戸建住宅を新築する事業者(住宅業建築主)

事業者の責務

資源の有効な利用の促進に関する法律

再生資源利用促進計画の作成

第１４条の１２
項

管理
責任者

○

管理
責任者

○

○

廃棄の処理及び清掃に関する法律

騒音規制法

管理
責任者

2025/6/1

都度 2025/6/1○
工事

担当者

特定建設作業の実施の届出

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木
材等の減量化及びリサイクル

適用条項

第１２条の三
７項

マニフェスト交付状況報告書の作成及び都道府県知事（高知
県知事）への提出

産業廃棄物の委託契約

第１２条の十.
十一項

○

管理
責任者

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

産業廃棄物の事業者の処理
都度

法規名 確認日遵守状況担当者具体的内容

不法投棄・不法焼却の禁止

2025/6/1都度
管理

責任者
事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

管理
責任者

管理
責任者

○

○
多量排出事業者（年間1,000ｔ以上）の計画の都道府県知事
への提出・報告

必要時

○

管理
責任者

○少量物危険物貯蔵の消防署への届出

（指定数量の１／５以上指定数量未満の危険物貯蔵）

工事
担当者

工事
担当者

工事
担当者

特定建設作業の実施の届出

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

振動規制基準の遵守
工事

担当者

産業廃棄物収集運搬の都道府県知事の許可（5年毎に更新）

産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

必要時
　（縦６０㎝以上×横６０㎝以上）

騒音規制基準の遵守

保管場所の表示　見易い箇所に表示板を設置

○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長への許可

エアコン：3.7kw以上50kw未満

第1種特定製品の実施と記録

冷蔵機器、冷凍機：3.7kw以上

　　特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守する。

南国市環境基本条例

高知市環境基本条例

高知県環境基本条例

高知県公害防止条例

大気汚染防止法(解体工事)

建築基準法

石綿障害予防規則

消防法

フロン類の使用の合理化及び管
理の適正化に関する法律（フロ

ン排出抑制法）

浄化槽法

都度
　廃棄物の再資源化等費用の低減努力

〇建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を

　使用する努力

〇分別解体等の実施

都度
　　解体：床面積８０ｍ2 以上

　　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事に届出

工事
担当者

都度

○石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

都度
工事

担当者
　　建築材料に石綿等の政令で定める有害物質を添加しない。

　　石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しない。 

工事
担当者

　事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で

　説明するとともに、その結果等を解体等工事場所へ掲示

都度
○吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置

　　石綿等の除去等作業時は定められた作業手順を遵守する。

工事
担当者

年１回の浄化槽の保守点検、清掃実施
年１回

管理
責任者

必要時

必要時
管理

責任者

年１回
管理

責任者

年１回の水質検査の実施

事業者の責務

都度
工事

担当者

○事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当
たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境
を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

○県、市町村、事業者及び県民は、高知県環境基本条例第３
条に定める環境の保全及び創造についての基本理念に則り、
公害の防止が図られるように、それぞれの立場において努め
なければならない。

都度
工事

担当者

○事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を行うに当
たっては，これに伴って生ずる公害を防止し，廃棄物を適正
に処理し，及び自然環境を適正に保全するために必要な措置
を講ずるとともに，環境の保全上の支障を防止するため，事
業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

事業者の責務

事業者の基本的責務

都度
工事

担当者

○事業者は，基本理念にのっとり，健全で快適な環境の確保
のために自らの立場を自覚し，自らの責任と負担において，
その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措
置を講ずる責務を有するとともに，環境への負荷の低減に積
極的に努めなければならない。

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1○

2025/6/1

2025/6/1○

○

○ 2025/6/1

○

○

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2024/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1

2025/6/1
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　１１．代表者による全体評価と見直し・指示
■定期見直し 2025年6月1日

□臨時見直し 寺尾　正生

見直しに必要な情報 代表者による見直し

環境管理責任者の報告及び改善提案 変更の必要性の有無・指示事項

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ■無

2024年4月1日～2025年3月31日の対象期間内に

法令違反はありませんでした。 　変更の必要性は無しと判断します。

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

2024年4月1日～2025年3月31日の対象期間内に

是正処置及び予防処置はありませんでした。

③前回までの代表者の指示事項への対応

【環境経営目標・経営計画】

変更の必要性： □有 ■無

【目標・環境経営目標　経営計画の達成状況】

目標値/実績値 活動計画

達成状況 達成状況

268,983/224,667

〇

0.47/0.46

〇

1,910/1,168

〇 【実施体制の見直し】

192/159 変更の必要性： □有 ■無

〇

285/319 　変更の必要性は無しと判断します。

〇

45/27

×

試作品作成

新製品開発（試作）

＜改善提案＞

【その他】

変更の必要性： □有 ■無

【周囲の変化の状況】 　変更の必要性は無しと判断します。

①外部コミュニケーション記録より

　2024年4月1日～2025年3月31日までの間、

　外部からの苦情・要望等はありませんでした。

②内部コミュニケーション記録より

　6月をエコ月間とし、朝礼一言コメントで個々の実践しているエコ活動を発表し、エコへの

　意識を高めた。 【総括】（環境経営レポートの代表者による全体の評価と見直しの欄に記載）

＜改善提案＞

　なし

代表者が自ら得た情報

・環境省ホームページ

・エコアクション事例（エコアクション中央事務局HP）

代表者からの前回指示事項はありませんでした。

目標項目 達成状況に対するコメント

水使用量（㎥） 達成 達成率121％、引き続き用水の無駄遣いのないよ
う意識して取り組む

一般廃棄物排出量（t） 達成

達成

環境負荷の少ない工事(件) 未達成 大和ハウス工業の新築工事減少により未達成。ゼ
ロエミッション活動は引き続き継続中。

環境配慮型商品販売量(千円)

　各サイト（長浜・南国）独自の取り組みを検討する

・引き続き活動計画に基づき目標達成に向けて社員全員で取り組む。

グリーン購入量（千円） 達成 達成率114%、引き続きグリーン購入を推進してい
く。

達成

達成率102％、引き続き一般廃棄物の処理を意識
して取り組む

産業廃棄物排出量（t） 達成率167％で達成。引き続き産廃排出の処理を
意識して取り組む

ＣＯ2 排出量（kg-CO2）

環境配慮型商品販売を行う旭環境スポーツ施設が
エコアクションを取りやめとなった。現在、対象
となる新製品を試作中である。

社員にエコに対する活動は、浸透しており、全体としてエコアクショ
ン21は、有効に機能していると考える。

達成率120％、引き続きCO2削減を意識した取り組
みを継続する。
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SDGｓ　№ 当社対象有無
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5
6 ○
7
8 ○
9 ○

10 ○
11 ○
12 ○
13 ○
14 ○
15 ○
16 ○
17

項　　　目 備　　　考
貧困をなくそう 廃棄物削減
飢餓をゼロに 廃棄物削減
すべての人に健康と福祉を 高齢者雇用
質の高い教育をみんなに 環境教育の実施
ジェンダー平等を実現しよう 障害者雇用
安全な水とトイレを世界中に 水道使用、節水、雨水利用
エネルギーをみんなにそしてクリーンに 再生可能エネルギー使用
働きがいも経済成長も 高齢者雇用、障害者雇用

気候変動に具体的な対策を CO2削減、省エネ、環境配慮工事

海の豊かさを守ろう 下水道、排水処理の場合

産業と技術革新の基礎をつくろう 低燃費、長寿命化、環境負荷低減

人や国の不平等をなくそう 高齢者雇用、障害者雇用
住み続けられるまちづくりを CO2削減、エコドライブ

対象となる持続可能な開発目標（SDGｓ）範囲

陸の豊かさを守ろう 緑化、植林、社有林の保全
平和と公正をすべての人に 寄付、環境教育
パートナーシップで目標を達成しよう 寄付、環境教育

つくる責任つかう責任 コピー用紙削減、環境配慮工事


